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草加市では、民間建築物の吹付けアスベスト含有調査の費用の一部を補助しています。 
 

補助の概要 

補助対象建築物 

次の➀、➁の全てに該当するもの 

➀吹付けアスベストが施工されているおそれのある民間建築物（国、独立行政法

人、地方公共団体及び地方独立行政法人等が所有する建築物は除く。） 

➁都市計画法及び建築基準法に違反していない建築物 

補助対象者 
補助対象建築物の所有者（所有者が複数いる場合は、申請者以外の所有者の

同意を得ている方。また、市税を滞納していない方）又は区分所有者の代表等 

補助対象となる 

含有調査 

日本工業規格Ａ１４８１を標準とする調査方法又は厚生労働省等の公的機関が

公表した方法でアスベストの有無及び含有率を測定できる方法により行うもの 

分析機関 

の要件 

アスベストの定性分析調査及び

定量分析調査をする機関で、作

業環境測定法第２条第７号に規

定する作業環境測定機関のうち

日本工業規格Ａ１４８１の附属

書の仕様に適合する装置及び

機器を備えるもの 

 

 

（参考）分析機関は、厚生労働省埼玉労働局 

    ホームページなどで探すことができます 

 

 

 

 

 

リンク「作業環境測定機関一覧表」を 

参照してください 

含有調査者 

の資格 

一般建築物石綿含有建材調査者（建築物石綿含有建材調査者講習登録規程

第２条第２項）又は特定建築物石綿含有建材調査者（同条第３項） 

補助金の交付額 
含有調査に要した費用のうち、１検体当たり８万円かつ補助対象建築物１棟当た

り２５万円を限度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは草加市ホームページをご覧ください。 

https://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1804/020/010/010/PAGE000000000000079950.html  

 

 

 

 

 

【電 話】 草加市 都市整備部 建築安全課 ０４８－９２２－１９５８（直通） 
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ＱＲコード             または                   で 草加市 アスベスト補助 
  
検索 



 

！ 申請手続きに関する注意事項 
①既に含有調査が完了している場合や、契約済みの場合は、補助金の申請はできません。 

②交付申請から交付決定まで約１～２週間かかりますので、余裕をもって申請してください。 

③交付決定後、途中で含有調査を止めた場合や要綱に違反した場合等は、補助金は支払われません。 

④含有調査完了後の実績報告は、その年度の３月１日までに行ってください。 

  これを過ぎた場合は、補助金は支払われません。 

 

 

↓ 申請手続きの流れ 
１． 補助金の申請  補助を受けようとする方は、契約する前に建築安全課に申請します。 
  【申請書類】 
   ◆補助金交付申請書（第１号様式） 
   ◆委任状（代理者が申請する場合） 
   ◆案内図・配置図・平面図（含有調査箇所を明示したもの） 
   ◆現況写真（含有調査箇所を写したもの） 
   ◆建築確認済証又は建築時期が確認できる書類（建物謄本等） 
   ◆建物の所有者等を証する書類（建物謄本等） 
   ◆所有者が複数の場合、申請者以外の共有者全員の同意書（区分所有は除く） 
   ◆区分所有者の代表者であることを証する書類（区分所有の場合のみ） 
   ◆区分所有者の集会等で含有調査実施の決議を証明する書類（区分所有の場合のみ） 
   ◆分析機関であることを証する書類 
   ◆石綿含有調査者であることを証する書類 
   ◆含有調査に要する費用の見積書の写し 
 

２． 補助金の交付決定  補助の条件に適合している場合、交付決定通知書をお渡しします。 
 

３． 含有調査の契約・実施  交付決定通知書の受領後、分析機関と契約し含有調査を行ってください。 
 

４． 含有調査の変更・中止  含有調査の内容に変更等が生じた場合は、変更等の申請をしてください。 
  【提出書類】 
   ◆内容変更承認申請書（第３号様式）又は中止等承認申請書（第４号様式） 
   ◆変更事項に関する書類 
 

５． 実績報告書の提出  含有調査の完了後、報告書を提出してください。 
  【提出書類】 
   ◆実績報告書（第７号様式） 
   ◆委任状（代理者が申請する場合） 
   ◆分析機関が発行した含有調査結果報告書の写し 
   ◆調査箇所の採取前、採取中及び採取後の現場写真 
   ◆含有調査の契約書等の写し 
   ◆含有調査の領収書の写し 
 

６． 補助金の交付額確定  含有調査が適正に行われている場合、交付額確定通知書をお渡しします。 
 

７． 補助金の請求  交付額確定通知書の受領後、請求書を提出してください。 
  【提出書類】 
   ◆補助金交付請求書（第９号様式） 
   ◆交付額確定通知書の写し 
   ◆振込先口座の情報 
   ◆振込先の通帳の写し（金融機関名、支店名、口座番号、口座名が確認できるもの） 
   ◆委任状（代理者が受領の場合） 
 

８． 補助金の振込  請求書の提出後、約１カ月で口座に振り込まれます。 

 




